
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２６年２月１６日（日）より当金庫の普通預金(総合口座)通帳が

全国の信用金庫(※)のＡＴＭで記帳できるようになりました。 

また、当金庫以外の信用金庫(※)の普通預金(総合口座)通帳も当金庫の 

ＡＴＭで記帳できるようになりました。 

ますます便利になった信用金庫ＡＴＭを引き続きご利用ください

ますようお願いいたします。 

（※一部信用金庫を除く）

【通帳のご記帳】 

ＡＴＭ初期画面（機能選択画面）の通帳記帳等（通帳によるご入金の場合は

お預入れ等）のボタンを押し通帳をＡＴＭに入れてください。 
 

◆通帳によるご入金の際にも未記帳のお取引明細を記帳いたします。 

◆通帳の残り印字行数を超えるお取引明細は記帳できません。 

◆定期預金・定期積金等の他の通帳は記帳できません。 

◆普通預金通帳でのご出金はできません。 

◆一部ご利用いただけない信用金庫があります。 

 詳しくは窓口へお問い合わせください。 

 


